
 

計  画  書 

南あわじ都市計画下水道の変更（南あわじ市決定） 

 

 南あわじ都市計画南あわじ市公共下水道「２．排水区域」を次のように変更する。 

 

２．排 水 区 域 

     「排水区域は総括図表示のとおり」 

 

 排水区域はおおむねを表示するものであり、「農業振興地域の整備に関する法律」第８条第１項に

基づき定めた農業振興地域整備計画における「農用地区域」は含まない。 

 

理   由 

 

 別添理由書のとおり。 

 

 

  

 広田処理区 約 327 ha

 津井処理区 約 327 ha
 松帆・湊処理区 約 568 ha

 市・榎列処理区 約 586 ha

 八木・榎列処理区 約 647 ha

 阿万処理区 約 847 ha

 賀集処理区 約 936 ha

 福良処理区 約 221 ha

〈備　考〉面　積 汚　水　　約 4,459 ha



理  由  書 

 

 

 南あわじ市においては、健全な生活環境の整備、並びに公共水域の水質保全に寄与するために、公

共下水道事業を鋭意推進している。 

 しかし、人口減少や財政状況等、社会情勢の変化により、下水道事業を取り巻く諸事情は大きく変

化している。 

 これを踏まえ南あわじ市では、効率的な事業実施のため排水区域の精査を行い、汚水排水区域の変

更を行うものである。又当該変更と併せて、計画書に示す面積を現状の整備計画面積から排水区域面

積に変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



変 更 前 後 対 照 表 



 

 
  



２。 排水 ［玉域

都市計舊を変Ｔた しよ うと する土地の区域一覧

排水区域 大字

広口］処理区
ひろ たひ ろた　 ちゅ うじ よう とく はら　 ちゅ うじ よう なかすじ　 ちゅ うじよう ひろた

広口］広 ｍ、 中条 徳原 、中 条中 筋、 中条 広口］

松帆 ・湊処理区
まつ ほけ いの　 まつ ほいちだ　 まつ ほこ つろ　 まつ ほきたは ま　 まつ ほわ きだ　 まつ ほし ちがわ　 まつほ

松帆座 贄`、 松帆櫟日］、 松帆ち津路、 松帆北浜、松帆脇日］ 、松帆志知川、松帆
にし じ　 みなと　 みなとさと

西路、湊 、湊ぞ

彭・ 榎‾りゆ具足
じん だい しやけ

搾代社家

八木 ・榎‾Ｗかを［‾左
やぎ よう ぎな か　 やぎ よう ぎかみ　 やぎ のは ら　　 やぎ とりい

八木養７自で 中、 八木養宜上、 八木慨原、八木鳥嵜

福良処‾毀Ｎ瓦
ふくら

福氈
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変更後の全体の計画書（新旧対照） 

南あわじ都市計画下水道の変更（南あわじ市決定） 

 

１．下水道の名称   南あわじ市公共下水道 

２．排 水 区 域 

     「排水区域は総括図表示のとおり」 

 
 排水区域はおおむねを表示するものであり、「農業振興地域の整備に関する法律」第８条第１項に

基づき定めた農業振興地域整備計画における「農用地区域」は含まない。 

 

  

150
 広田処理区 約 327 ha

113
 津井処理区 約 327 ha

322
 松帆・湊処理区 約 568 ha

243
　　　　　　　 1,659  市・榎列処理区 約 586 ha

　汚　水　　約 4,459 ha 202
 八木・榎列処理区 約 647 ha

207
 阿万処理区 約 847 ha

276
 賀集処理区 約 936 ha

146
 福良処理区 約 221 ha

〈備　考〉面　積



３．下 水 管 渠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    「区域は計画図表示のとおり」 

  



４．その他の施設 

 

   「区域は計画図表示のとおり」 

 

  



変更後の全体の計画書 

南あわじ都市計画下水道の変更（南あわじ市決定） 

 

１．下水道の名称   南あわじ市公共下水道 

２．排 水 区 域 

     「排水区域は総括図表示のとおり」 

 
 排水区区域はおおむねを表示するものであり、「農業振興地域の整備に関する法律」第８条第１項

に基づき定めた農業振興地域整備計画における「農業地区域」は含まない。 

 

３．下 水 管 渠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「区域は計画図表示のとおり」 

 



４．その他の施設 

 
 「区域は計画図表示のとおり」 

 

  


